
 

令和 6 年 9 月 

居宅介護支援事業所の皆様 

医療法人泰成会木村医院 理事長 

社会福祉法人楽寿会 理事長 

 木村守和 

木村医院外来休診、訪問診療継続のお知らせ 

平素より、医療法人泰成会木村医院および社会福祉法人楽寿会の活動にご理解

ご協力をいただいておりますことに、心より感謝申し上げます 

昨年より私の病気療養にともない、木村医院の診療を７名の先生がたに担当いただ

いてまいりました。医業コンサルタントへの相談、県医師会の医業承継で、第三者承

継を模索しましたが成立しませんでした。 

長期の療養が予想されることもあり、10 月 31 日をもちまして外来診療について休院

とさせていただきます。 

訪問診療については、山口洋太医師を中心に継続する予定です。 

長年にわたり医師会活動、地域医療活動などでお世話になった皆様に、心より御

礼申し上げます。 

 

最近まで市医師会長を務めさせていただき、可能なかぎり診療所の承継をとなえて

きたことから、届け出は休院として診療再開を目指しております。 

当院勤務の山口洋太医師を中心に、（令和 7 年中に）訪問診療に力を入れたグル

ープ診療の立ち上げを模索しております。実現した際は、今までと同様にご理解ご協

力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

特別養護老人ホーム楽寿荘の医務室は 4 月中旬より松尾病院院長の松尾直人先

生に引き受けていただいておりますが、社会福祉法人楽寿会の理事長は引き続き私

が務めさせていただく所存です。 

 

お目にかかってお伝えすべき内容ですが、病気療養のため文書でのお知らせとさ

せていただきますことに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 


